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両
津
、
新
穂
、
真
野
、

小
木
地
区
の
体
育
館
等
の
社
会

教
育
施
設
の
廃
止
解
体
は
所
管

の
教
育
委
員
会
の
方
向
に
基
づ

き
進
め
ら
れ
る
が
誰
が
決
め
た

か
。

教
育
長 

予
算
に
つ
い
て
は
市

長
の
権
限
で
あ
る
。

 

教
育
委
員
会
の
独
立
・

中
立
性
か
ら
み
て
も
、
ま
ず
は

教
育
委
員
会
が
市
全
体
の
社
会

教
育
の
あ
り
方
を
決
め
た
上

で
、
は
じ
め
て
廃
止
解
体
と
な

る
の
が
法
律
だ
。
間
違
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。

教
育
長 

市
の
財
政
状
況
か
ら

身
の
丈
に
合
っ
た
政
策
を
教
育

委
員
会
と
し
て
も
考
え
て
い

く
。 

各
地
の
住
民
説
明
会
で

「
市
の
廃
止
解
体
の
意
向
を
示

し
て
い
る
の
で
、
ま
だ
決
め
て

い
な
い
」
と
説
明
し
て
お
き
な

が
ら
、
い
き
な
り
廃
止
解
体
予

算
を
議
会
に
提
案
す
る
の
は
お

か
し
い
。
要
は
「
合
特
債
で
急

ぐ
の
で
住
民
の
理
解
は
な
い
が

議
会
は
認
め
ろ
」
と
い
う
事
。

市
計
画
の
公
共
施
設
見
直
し
手

順
書
に
基
づ
き
進
め
る
べ
き
で

は
な
い
か
。

教
育
長 

手
順
に
従
い
粛
々
と

進
め
て
い
る
。

 

手
順
書
に
は
住
民
と
協

議
し
て
進
め
る
と
い
う
当
た
り

前
の
事
が
書
い
て
あ
り
、
や
っ

て
い
る
こ
と
は
違
う
の
で
は
な

い
か
。

藤
木
副
市
長 

人
口
が
減
っ
て
い

く
中
で
、
広
い
自
然
、
建
物
を

市
民
で
支
え
て
い
く
。
市
民
一

人
ひ
と
り
の
負
担
が
重
く
な
る

の
で
、
知
恵
を
だ
し
て
考
え
ま

し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
説
明
会

を
や
ら
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
。

 

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
と

は
何
か
。

伊
藤
副
市
長 

法
令
や
あ
ら
ゆ
る

規
則
を
守
る
こ
と
で
あ
る
。

藤
木
副
市
長 

職
員
の
行
動
基
準

及
び
責
務
に
関
す
る
条
例
の
中

に
現
れ
て
い
る
。

 

不
祥
事
根
絶
や
不
正
補

助
金
の
外
部
監
査
を
行
い
市
執

行
部
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の

確
立
を
進
め
て
い
る
が
、
コ
ン

プ
ラ
イ
ア
ン
ス
と
は
法
令
遵
守

だ
け
で
な
く
、
社
会
的
倫
理
を

守
る
こ
と
だ
。
職
員
に
は
、
決

ま
り
を
守
れ
、
守
れ
と
言
い
副

市
長
自
ら
が
住
民
に
「
廃
止
は

決
め
て
い
な
い
」
と
言
っ
て
廃

止
の
議
案
を
出
す
事
は
職
員
に

示
し
が
つ
か
ず
「
行
政
倫
理
」

が
問
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

藤
木
副
市
長 

説
明
会
の
時
期
が

早
け
れ
ば
よ
か
っ
た
。
体
育
館

公
民
館
は
利
用
し
な
い
市
民
も

税
負
担
し
て
お
り
、
市
と
し
て

総
合
的
に
判
断
し
て
進
め
て
い

る
。

 

今
年
度
中
に
作
成
す
る

と
言
わ
れ
た
農
業
再
生
ビ
ジ
ョ

ン
の
進
捗
状
況
を
問
う
。

 

約
２
か
年
で
策
定
す
る

こ
と
と
し
て
い
る
。
そ
の
中
で

来
年
度
施
策
に
反
映
で
き
る
部

分
に
つ
い
て
、
具
体
的
取
り
組

み
の
最
終
調
整
を
行
っ
て
い

る
。
ビ
ジ
ョ
ン
を
前
提
に
し
た

実
際
的
な
複
合
化
等
の
モ
デ
ル

づ
く
り
を
始
め
る
。

 

ビ
ジ
ョ
ン
の
核
は
何

か
。

農
業
政
策
課
長 

複
合
化
を
も
と

に
、
雇
用
の
拡
大
を
来
年
度
か

ら
順
次
図
っ
て
い
く
。

 

農
業
公
社
の
基
本
的
ス

タ
ン
ス
、方
向
性
は
出
た
の
か
。

 

第
一
義
的
役
割
は
担
い

手
の
育
成
と
考
え
る
。
各
農
業

公
社
で
事
業
展
開
が
異
な
っ
て

い
る
の
で
、
事
業
計
画
の
整

理
、
見
直
し
が
不
可
欠
で
あ

る
。 

新
規
就
農
者
、
担
い
手

育
成
の
支
援
体
制
と
今
後
の
展

開
を
問
う
。

 

里
親
の
皆
様
か
ら
、
経

済
面
、
技
術
面
、
生
活
面
な
ど

を
フ
ォ
ロ
ー
し
て
い
た
だ
い
て

い
る
。
新
規
就
農
者
支
援
チ
ー

ム
へ
の
参
画
や
情
報
共
有
の
場

を
つ
く
っ
て
い
く
。

 

付
加
価
値
を
つ
け
た
加

工
が
で
き
る
体
制
づ
く
り
と
雇

用
の
確
保
に
つ
い
て
問
う
。

 

佐
渡
な
ら
で
は
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
の
ブ
ラ
ン
ド
化
と
い

う
付
加
価
値
を
つ
け
て
単
価
の

高
い
販
売
ル
ー
ト
を
築
く
。
交

付
金
等
の
財
源
を
有
効
活
用
し

雇
用
機
会
の
拡
充
を
目
指
す
。

 

市
設
置
の
農
産
物
加
工

施
設
の
今
後
の
方
針
を
問
う
。

農
業
政
策
課
長 

拡
充
等
は
考
え

て
い
な
い
。
今
後
、
市
が
考
え

て
い
る
６
次
産
業
や
、
こ
れ
か

ら
商
品
化
し
た
い
も
の
に
使
え

る
の
で
あ
れ
ば
検
討
す
る
。

 

島
内
循
環
の
仕
組
み
、

地
産
地
消
の
取
り
組
み
を
問

う
。 

産
業
振
興
課
か
ら
農
業

政
策
課
へ
の
業
務
移
行
に
よ

り
、
農
産
物
生
産
か
ら
販
売
ま

で
の
調
整
が
ス
ム
ー
ズ
に
な
っ

た
。
地
産
地
消
か
ら
地
消
地
産

へ
の
考
え
方
の
転
換
が
必
要
。

需
要
に
応
じ
た
生
産
へ
の
誘
導

を
図
る
た
め
、
関
係
機
関
と
検

討
を
進
め
て
お
り
、
次
年
度
以

降
、
段
階
的
に
モ
デ
ル
を
つ
く

っ
て
い
く
。

一
　
般
　
質
　
問

一
　
般
　
質
　
問

住
民
合
意
の
な
い

　
　

社
会
教
育
施
設
の
廃
止
解
体
は

農
業
政
策
に
つ
い
て

中
川
　
直
美
　
議
員

上
杉
　
育
子
　
議
員
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佐
渡
の
農
山
漁
村
の
生

業
を
大
切
に
し
、
集
落
で
か
け

が
え
の
な
い
時
を
過
ご
す
人
と

人
と
が
つ
な
が
っ
て
い
く
世
界

観
、『
佐
渡
ア
イ
ラ
ン
ド
集
落

ツ
ー
リ
ズ
ム
構
想
』
の
実
現
を

目
指
す
。
首
長
た
る
も
の
、
シ

ン
プ
ル
か
つ
明
確
な
ビ
ジ
ョ
ン

を
常
に
言
葉
で
発
信
し
続
け
、

市
民
全
員
と
世
界
観
を
共
有
す

る
と
い
う
、
と
て
つ
も
な
く
大

変
か
つ
重
要
な
仕
事
を
す
る
必

要
が
あ
る
と
考
え
る
が
。

 

最
上
位
ビ
ジ
ョ
ン
を
一

言
で
い
え
ば
『
佐
渡
の
活
性

化
』
で
あ
る
。
市
民
の
方
と
の

情
報
共
有
は
ま
だ
ま
だ
不
足
し

て
い
る
の
で
、
よ
り
一
層
分
か

り
や
す
い
説
明
、
見
え
る
化
に

努
め
て
参
り
た
い
。

 

決
算
審
査
特
別
委
員
と

し
て
昨
年
度
の
決
算
審
査
を

行
っ
た
。
各
施
策
に
つ
い
て
費

用
対
効
果
を
問
う
と
い
う
趣
旨

で
あ
る
が
、
定
性
分
析
と
比
べ

て
定
量
分
析
が
不
足
し
て
い
る

と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
重
要

な
デ
ー
タ
が
つ
ま
っ
た
表
に
つ

い
て
は
各
課
で
作
成
し
て
い
る

も
の
の
、
も
う
一
歩
踏
み
込
ん

だ
分
析
や
グ
ラ
フ
化
等
、
資
料

の
見
え
る
化
が
不
十
分
。ま
た
、

事
業
活
動
に
お
け
る
生
産
・
品

質
管
理
等
の
業
務
を
円
滑
に
進

め
る
手
法
の
一
つ
『
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ

サ
イ
ク
ル
』
①
Ｐ
ｌ
ａ
ｎ
（
計

画
）
→ 

②
Ｄ
ｏ
（
実
行
）
→ 

③
Ｃ
ｈ
ｅ
ｃ
ｋ
（
評
価
）
→ 

④
Ａ
ｃ
ｔ
（
改
善
）
の
４
段
階

を
繰
り
返
す
こ
と
で
、
各
施
策

を
継
続
的
に
改
善
す
る
必
要
が

あ
る
と
考
え
る
が
。

 

最
少
の
経
費
で

最
大
の
効
果
を
得
ら
れ

る
よ
う
『
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ

イ
ク
ル
』
を
回
し
、
改

善
を
積
み
重
ね
、
正
確

な
分
析
に
よ
る
検
証
が

重
要
。
定
量
分
析
、
視

覚
化
を
積
極
的
に
取
り

入
れ
、
改
善
に
努
め
て
参
り
た

い
。 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ス
ク
ー

ル
（
学
校
運
営
協
議
会
制
度
）

の
ビ
ジ
ョ
ン
に
つ
い
て
問
う
。

教
育
長 

文
科
省
の
『
学
校
支

援
事
業
』
に
よ
り
、
各
学
校
に

地
域
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
配

置
し
、
地
域
と
学
校
と
を
つ
な

げ
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。
次
年

度
に
同
事
業
を
実
施
す
る
学
校

を
12
校
か
ら
24
校
へ
と
拡
大
予

定
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ス
ク
ー
ル

は
モ
デ
ル
校
６
校
を
選
定
し
、

そ
の
後
３
年
を
目
処
に
全
校
へ

と
計
画
し
て
い
る
。

 

意
識
改
革
に
つ
い
て
問

う
。

　

最
近
、
市
の
三
役
経
験
者
か

ら
興
味
深
い
話
を
聞
い
た
。
職

員
は
そ
も
そ
も
市
長
に
従
う
姿

勢
が
備
わ
っ
て
お
り
「
市
民
に

選
ば
れ
た
市
長
に
は
つ
い
て
行

く
」
と
言
う
Ｄ
Ｎ
Ａ
が
あ
る
。

し
か
し
、
市
長
に
近
づ
け
ば
近

づ
く
ほ
ど
評
判
が
悪
く
な
る
こ

と
も
知
っ
て
い
る
。
最
近
市
民

か
ら
頻
繁
に
聞
く
の
は
、
市
長

は
前
例
踏
襲
を
否
定
し
、
就
任

当
初
ち
ゃ
ぶ
台
を
ひ
っ
く
り
返

し
た
が
、
そ
の
後
明
確
な
ビ

ジ
ョ
ン
が
見
え
な
い
。
市
長
と

し
て
何
を
や
り
た
い
の
か
全
く

分
か
ら
な
い
。

　

ま
た
、
市
長
あ
て
に
行
政
の

問
題
点
を
指
摘
す
る
手
紙
を
出

し
た
が
返
事
が
な
い
、
期
限
を

明
記
し
て
も
返
事
が
来
な
い
な

ど
、
私
の
所
に
こ
の
よ
う
な
不

満
を
持
ち
込
む
人
が
最
近
多
く

な
っ
た
。
市
民
か
ら
の
手
紙
な

ど
、
問
い
合
わ
せ
や
指
摘
事
項

に
匿
名
で
な
い
限
り
何
ら
か
の

方
法
で
説
明
が
必
要
だ
と
考
え

る
が
、
ど
の
様
に
対
応
を
し
て

い
る
の
か
。

 

市
政
へ
の
意
見
、
疑
問

や
苦
情
な
ど
に
つ
い
て
は
、
市

長
へ
の
手
紙
と
言
う
形
で
寄
せ

ら
れ
る
が
、
そ
の
中
の
指
摘
事

項
は
、
担
当
課
と
調
整
し
な
が

ら
、
回
答
に
努
め
て
い
る
。

 

一
般
質
問
の
場
を
ど
の

様
に
考
え
、
理
解
し
て
い
る
の

か
。 

議
員
の
質
問
に
対
し
、

こ
ち
ら
側
の
考
え
方
、
施
策
な

ど
に
つ
い
て
答
え
る
場
だ
と
考

え
て
い
る
。

 

平
成
27
年
度
の
職
員
数

と
人
件
費
の
総
額
、
臨
時
職
員

の
賃
金
を
問
う
。

総
務
部
長 

平
成
27
年
度
の

正
規
職
員
1
2
1
5
人
、

臨
時
職
員
5
1
5
人
、
合
計

で
1
7
3
0
人
で
あ
る
。
人

件
費
総
額
は
正
規
職
員
88
億

9
0
4
5
万
5
0
0
0
円
。
臨

時
職
員
は
11
億
9
7
8
6
万

3
0
0
0
円
。
１
時
間
当
た
り

の
賃
金
は
、
正
職
員
1
9
0
4

円
、
一
般
事
務
臨
時
職
員

8
4
0
円
に
な
る
。

 

佐
渡
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
は
、
職
員
数
は
正
規
職

員
・
臨
時
職
員
・
非
常
勤
職
員

の
合
計
で
1
2
1
5
人
に
な
っ

て
い
る
が
。

総
務
部
長 

佐
渡
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
は
1
2
1
5
人
「
職

員
数
は
正
規
職
員
、
臨
時
、
非

常
勤
職
員
の
合
計
で
す
。
特
別

職
は
含
み
ま
せ
ん
」
と
の
記
載

が
あ
る
が
、
正
規
職
員
の
み
と

言
う
事
で
、
注
意
書
き
が
間
違

っ
て
お
り
、
大
変
申
し
訳
な

い
。 

す
ぐ
に
対
応
で
き
る

か
。 

完
全
な
誤
り
で
あ
り
、

す
ぐ
に
修
正
を
す
る
。

一
　
般
　
質
　
問

一
　
般
　
質
　
問

室
岡
　
啓
史
　
議
員

Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
で

　
　
　
　
　

見
え
る
化
と
改
善
を

祝
　
　
　
優
雄
　
議
員

市
長
の
政
治
姿
勢
に
つ
い
て

行政でもPDCAサイクルを
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ダ
ビ
ン
チ
は
「
医
療
の

均き
ん

霑て
ん

化か

※

」
を
可
能
に
し
た
も

の
で
、
地
域
間
格
差
・
施
設
間

格
差
・
術
者
間
格
差
を
減
ら
す

こ
と
が
で
き
る
最
先
端
の
手
術

支
援
ロ
ボ
ッ
ト
で
あ
る
。
佐
渡

に
お
い
て
の
医
師
・
医
療
関
係

者
不
足
の
改
善
や
、
高
齢
者
に

対
し
て
術
後
の
痛
み
が
少
な
く

て
回
復
が
早
く
、
合
併
症
リ
ス

ク
が
低
減
さ
れ
る
。
本
市
へ
の

ダ
ビ
ン
チ
手
術
の
導
入
を
検
討

す
べ
き
で
あ
る
。

※
均
霑
化
…
医
療
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の

地
域
格
差
な
ど
を
な
く
し
、
全
国

ど
こ
で
も
等
し
く
高
度
な
医
療
を

う
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す

る
こ
と
を
指
す
語
。

 

ダ
ビ
ン
チ
手
術
の
導
入

に
つ
い
て
は
、
導
入
費
と
維
持

経
費
の
コ
ス
ト
デ
メ
リ
ッ
ト

や
、
医
師
が
訓
練
に
多
く
の
時

間
を
割
か
れ
る
こ
と
に
よ
り
実

質
的
な
医
師
不
足
に
陥
る
な
ど

の
こ
と
か
ら
、
一
般
病
院
で
の

導
入
は
困
難
と
の
意
見
を
医
療

関
係
者
か
ら
聞
い
て
い
る
。

 

佐
渡
市
の
高
齢
化
率
は

現
在
40
・
５
％
で
、
既
に
国
の

50
年
後
の
推
計
値
38
・
４
％
を

大
き
く
上
回
っ
て
い
る
。
特
別

養
護
老
人
ホ
ー
ム
待
機
者
は

4
0
0
人
を
超
え
、
介
護
離

職
者
も
増
加
し
て
い
る
。

　

第
７
期
介
護
保
険
事
業
計
画

に
、
特
養
ホ
ー
ム
1
0
0
床

整
備
を
位
置
付
け
る
べ
き
で
あ

る
。

市
民
福
祉
部
長 

議
員
資
料
の
通

り
、
本
市
は
後
期
高
齢
化
率
が

高
く
、
ひ
と
り
暮
ら
し
等
の
高

齢
者
も
多
い
の
で
、
あ
る
程
度

の
数
を
盛
り
込
ん
で
い
く
考
え

で
あ
る
。
1
0
0
床
も
考
慮
し

な
が
ら
広
域
型
特
養
ホ
ー
ム
整

備
を
検
討
し
た
い
。

 

市
長
は
、
前
市
政
で
の

佐
渡
版
所
得
補
償
制
度
を
廃

止
、
皇
室
献
上
米
の
交
渉
を
中

断
、
ま
た
色
彩
選
別
機
補
助
制

度
も
廃
止
す
る
と
し
て
い
る

が
、
来
年
か
ら
7
5
0
0
円

／
10
ａ
の
直
接
支
払
い
が
な
く

な
り
、
危
機
的
状
況
の
基
幹
産

業
で
あ
る
本
市
農
業
が
更
に
低

迷
す
る
が
、
ど
の
よ
う
な
政
策

で
維
持
・
発
展
さ
せ
る
の
か
。

 

今
後
は
、
大
規
模
化
・

複
合
化
の
営
農
モ
デ
ル
を
つ
く

っ
て
い
く
事
が
一
番
大
事
だ
と

思
っ
て
い
る
。

 

北
朝
鮮
の
船
と
思
わ
れ
る
難
破
船

と
、
そ
の
乗
組
員
と
思
わ
れ
る
遺
体
の
漂

着
が
続
い
て
い
る
。
北
海
道
で
起
き
て
い

る
よ
う
な
事
案
が
佐
渡
で
も
起
き
る
の
で

は
な
い
か
と
深
刻
に
受
け
止
め
て
い
る
。

　

こ
の
事
態
を
受
け
、
国
と
の
連
携
は
ど

の
様
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
市
は
年
末
年

始
に
独
自
の
監
視
体
制
が
必
要
と
思
う
が

考
え
は
あ
る
の
か
。

　

ま
た
、
こ
の
事
態
を
速
や
か
に
議
会
に

報
告
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。

 

11
月
に
入
り
秋
田
県
や
北
海
道
で

北
朝
鮮
国
籍
と
思
わ
れ
る
船
員
が
乗
っ
て

い
る
木
造
船
が
発
見
さ
れ
た
。
佐
渡
市
内

に
お
い
て
も
、
漂
着
船
が
相
次
い
で
発
見

さ
れ
、
遺
体
も
あ
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
を

踏
ま
え
、
12
月
１
日
と
３
日
に
緊
急
情
報

シ
ス
テ
ム
や
市
民
メ
ー
ル
等
を
使
っ
て
、

不
審
船
を
発
見
し
た
時
は
む
や
み
に
近
寄

る
こ
と
な
く
、
警
察
署
や
海
上
保
安
署
へ

通
報
す
る
よ
う
に
呼
び
か
け
た
。
監
視
体

制
に
つ
い
て
は
、
警
察
等
と
常
に
連
絡
を

と
り
対
応
し
て
い
き
た
い
。
内
閣
府
か
ら

の
連
絡
は
現
在
の
と
こ
ろ
な
い
。

 

海
岸
線
の
集
落
は
高
齢
化
が
進
ん

で
お
り
、
消
防
団
や
市
独
自
の
巡
視
体
制

を
整
え
る
こ
と
が
必
要
と
思
う
。
ま
た
、

佐
渡
市
が
関
係
市
町
村
の
首
長
と
連
携
を

取
っ
て
国
に
働
き
か
け
る
べ
き
だ
と
思
う

が
い
か
が
か
。

 

年
末
年
始
の
基
本
的
な
対
応
並
び

に
事
案
が
発
生
し
た
場
合
の
対
応
な
ど
を

具
体
的
に
詰
め
て
行
く
。
国
や
県
へ
の
要

望
も
一
生
懸
命
努
力
を
続
け
る
。

緊急 問質
緊
急
事
態
に
対
す
る
対
応
に
つ
い
て

緊　

急　

質　

問

祝
　
　
優
雄
　
議
員

da Vinci Xi Surgical System 2015

一
　
般
　
質
　
問

近
藤
　
和
義
　
議
員

ダ
ビ
ン
チ
手
術
の
導
入
と

　
　
　
　

特
養
ホ
ー
ム
の
増
床
を
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11 平成29年12月定例会

要 望・意 見に 対 する市の 対応 状 況
　平成29年第７回定例会及び第８回臨時会において、各常任委員会が議案に対して付した要望、意見に対しての、市
の処理状況を報告します。

■第７回定例会
専決処分の承認を求めることについて 

（平成29年度佐渡市一般会計補正予算（第４号）について）
○総括的事項
 意見・要望  
　今回のような甚大な災害復旧の対応に当たっては、広く被
災集落や自主防災組織から被害状況の報告を吸い上げ、被
災箇所に漏れがなく集落等の要望を十分に反映できるよう、
当該箇所付けに係る予算を計上するよう強く求める。

 対応状況  災害の情報収集について、町内会や自主防災組
織等、地域と連携して被害情報の収集及び伝達を行う。
　また、地域からの情報収集・伝達をはじめとする自主防災活
動の中核的人材となる、地域防災リーダーの育成に努める。
　なお、嘱託員会議又は地域防災リーダー研修等で説明、協
力依頼を行っていく。

平成29年度佐渡市一般会計補正予算（第５号）について
①温泉管理運営事業について
 意見・要望  ワイドブルーあいかわの修繕料及び施設改修工
事については、修繕内容と補正予算の実行が見通せる見積
書を徴し、委員会の理解を得るまでは予算の執行を見合わせ
ること。

 対応状況  10月11日開催の社会文教常任委員会において、
修繕内容とその必要性等について、保守点検報告書及び見
積書を配布の上、説明した。

②公共施設災害復旧事業について
 意見・要望  ビューさわたに隣接する温室脇斜面の崩落現場
災害復旧工事については、何らかの起債対応を善処すべき
であり今後このような事例があった場合、軽軽に単費で対応
することのないよう求める。

 対応状況  今後も、このような事例があった場合は、国県補助
金等の特定財源の充当の可能性について、関係課と十分に
検討する。

③�戦略的観光誘致促進事業について
 意見・要望  当該事業は、来年度の観光事業を計画・実施し
ていくために、今年から準備を行う必要があることから債務負

担行為を設定するものであるが、数年の実績に対して費用対
効果が見合っていないため、それを十分に検証した上で計画
を策定し、実施すること。

 対応状況  当事業は、観光コンテンツの中心である世界遺産を
目指す相川エリアでのまち歩き環境の整備とその他の観光コ
ンテンツのライナーバスによる利便性向上、繁忙期のバス不足
の解消、通年観光を促進するために年度当初から商品造成
を図るものである。
　貸切バス不足対策は、来島を計画する修学旅行や一般団
体客受入の取りこぼしを解消するため、一定の費用対効果が
あったと考える。
　旅行商品造成支援では、Ｈ29年度は1人泊あたり200円の
インセンティブで行ったが、改善を図り、より効率的な実施を目
指しバス代の補助という内容で調整する。
　また、循環バスについては、地域の飲食店などを巻き込んだ
仕組みが構築できつつあるが、乗客数が伸びないことから、小型
のバスでの運行やコースの変更などを視野に入れ協議中である。

④�（継続費）史跡佐渡金銀山遺跡ガイダンス施設整
備事業について

 意見・要望  当該事業は、史跡佐渡金銀山遺跡ガイダンス施
設を２か年で建設するための工事費等であるが、施設整備に
あたっては内容を精査し、趣旨に見合った施設とすること。

 対応状況  来訪者に価値等の情報をわかりやすく提供する展
示棟を中心に、世界遺産推進課職員による町並み保存の相
談窓口、世界遺産関係の講演会や修学旅行の小中学生の
学習スペースを有する施設として、史跡のガイダンス施設に見
合った施設とするため、内容の精査を行いながら実施設計作
業を進めている。

⑤農業施設管理事業について
 意見・要望  当該事業は、金北の里と妙見荘を繋いでいる渡
り廊下の撤去や電気等インフラの分離等を行うための工事費
等であるが、有効活用を図るべき妙見荘等周辺施設の事業
計画が進んでいないため、早急に計画を策定し、報告すること。

 対応状況  妙見荘に隣接する湯場の宿については、用途制限
を設けず、民間への有償貸付を条件として借受者を募集する。

■第８回臨時会
平成29年度佐渡市一般会計補正予算（第７号）について
①合併特例債事業について
 意見・要望  合併特例債については、その主旨に沿って限度
額を全て使い切るよう強く求める。

 対応状況  公共施設の整備等において、従来から合併特例
債の対象となるものについては、活用を前提としており、今後
も有効に活用する。

②体育施設整備事業について
 意見・要望  南佐渡離島開発総合センター及び小木体育館
の解体について、説明会を開催した時点で補正予算が組ま
れていたことは理解し難い。地域関係団体等と協議を重ねる
中で、解体の了解を得ているのであれば、全体の説明会を含
めた事務手続きを早期に実施すべきであったと指摘する。

 対応状況  指摘を踏まえ、予算計上と説明会等については、
適切なスケジュール管理により進めるものとする。


